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同性婚は日本で容認されるか？
─ 他国の同性婚容認を参考に ─

大守　伊織・天川あかり *

　日本において同性愛，異性愛等の性的指向に関わらず，全ての人が希望すれば婚姻に伴う
幸福や利益を享受できる時代がくるかを問う。研究方法は，CiNii Articles と Google 
Scholarを利用して「同性婚」「憲法」等のキーワードで検索し，47本の論文を検討した。
同性婚が認められていない日本では，日本国憲法第24条の「両性」の意味がどのように解
釈されるか議論がなされている。同性婚が容認されている米国では，「人間の基本権」とし
て認められてきた「婚姻の自由」が当事者の性的指向や性自認により否定されないという考
えから容認された。スペインでは，同性婚が社会的に受け入れられていること等の考えより，
容認されている。同性カップルが子どもを持つ時の子どもの不利益については，多くの研究
が，子どもにとって大切なのは「親の性的指向」ではなく，「親の愛情」であると述べていた。
画一的な家族のありようから離れ，多様な家族の幸せへの希求が始まっている。
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Ⅰ．研究の目的
　2018年７月，谷川とむ衆院議員の「（同性愛は）
趣味みたいなもの」という発言，杉田水脈衆院議員
の同性カップルを念頭とした「彼ら彼女らは子供を
作らない，つまり『生産性』がない。そこに税金を
投入することが果たしていいのかどうか」という発
言が大きな注目を集めた。この同性愛者に対する差
別発言に対して，東京大学名誉教授のロバート・キャ
ンベル氏は自らの同性愛を公表し，『習い事のよう
に何かのきっかけで始めたり，途中でやめたりでき
るものではない。むしろ生を貫く芯みたいなもので
ある。』と発言している。自らのセクシュアリティ
を公表し，差別をなくそうと活動する人が増えてい
る。
　日本は８都市がパートナーシップ証明書や宣誓書
の発行を行っているものの，法の下でパートナーと
して認められているわけではない。日本のゲイやレ
ズビアンのカップルは遺産相続，財産分与，福利厚
生を受けられず，病院での面会を断られるという経
験をしている。さらに，子どもを持つことも婚姻関

係を結べないため難しい。世界に目を向けると，ア
メリカやオランダなどの20か国が同性婚を認めて
おり，同性婚容認の風潮は広がってきている。しか
し，同性愛者が過ごしやすい環境ができてきている
国の歴史には，同性愛者の様々な苦闘が垣間見える。
アメリカでは，2003年までソドミー法という同性
愛を禁止する法律があった。同性愛者であることが
分かると，罰金刑などが課せられていたのである。
同性愛者は，警察や周囲の人々から隠れながら生き
ていた時代があった。現在の日本では，同性愛者を
罰する法律はないものの，周囲の人々に自分の性的
アイデンティティを隠し，生きづらさを感じている
同性愛者は多いと考えられる。
　2019年２月14日，13組の同性カップルが日本に
おける同性婚の実現を目指し，同性婚が容認されな
いのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するなど
として提訴することになった。日本で同性婚が認め
られる時代が到来するか，日本で婚姻によって与え
られている利益は何か，他国での同性婚容認に至る
までの論点，同性カップルの子どもの幸せに着目し，
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これらの事項について文献的検討を行った。

Ⅱ．文献の収集方法
　同性婚に関する文献を中心に収集するために，
CiNii ArticlesとGoogle Scholarより検索を行った。
CiNii Articlesでの検索キーワードは「同性婚」「同
性カップル」と「憲法」「法整備」を組み合わせた
ものである。重複している文献を一件とし，抄録集
等を除くと，21件となった。Google Scholarでの
検索キーワードは「same sex couple」「child」
「review」「gay」「lesbian」「parent」を組み合わせ
たものである。その中でも，被引用数の多い上位
30件の論文を対象とし，文献の批評や本文をダウ
ンロードできないものを除くと，21件となった。
ただし，集めた文献の中で重要と思われる論文等を
追加し，最終的に研究対象とした論文は47本であ
る1-13, 15-48)。

Ⅲ．結果
１．婚姻の持つ意味
　婚姻とは，法律上でカップルと認められることで
ある。婚姻関係を結ぶことで，様々な権利や保障を
得ることができる。まず遺産相続権を得ることがで
きる。パートナーが亡くなった時，法定相続人とし
て一番優先されるのは配偶者で，全体の半分以上を
受け取ることができる。次が直系の子どもや孫，さ
らに直系の父母や祖父母世代，兄弟姉妹と続く。特
に問題がなければ，遺産は彼らに順次配分される。
同性カップルの場合，パートナーはこのどの枠にも
入ることができない。次に，婚姻関係者は，扶養控
除の制度を受けることができる。扶養控除とは，扶
養親族がいない納税者といる納税者とを比較した場
合，扶養親族がいる納税者に一定の配慮をするとい
うのが扶養控除の考えである。さらに，養子制度も
活用することができる。日本では，養子制度を活用
して法的に親子関係を結ぶには，親となる人間が「婚
姻関係」を結んでいる者に限られている。法律によっ
て婚姻関係を結ぶことで，様々な権利が得られ，社
会的に認められた「家族」として生活することがで
きるのである。

２．同性婚容認が求められる背景
　日本国憲法第24条１項には，「婚姻は，両性の合
意のみに基づいて成立し，夫婦が同等の権利を有す
ることを基本として，相互の協力により，維持され
なければならない」と述べられている。「両性」の
解釈について「両性＝異性」と「両性＝２つの独立
した性」の２つの考え方がある。日本国憲法制定時

に「両性は男性と女性を意味し，同性同士はこれに
あてはまらない」という明確な記述が無く，両性が
どのような意味を持っているのかは議論がなされて
いる過程である。もしも，「両性」と用いた理由が
婚姻を望む二人に同等の権利があって二人の合意の
もとに認めると解釈をすれば，「両性＝２つの独立
した性」と捉えることができ，同性婚も認められる。
しかし，現在はこの両性の解釈は確定的でない。
　同性婚が認められないことによる当事者の不利益
について考えたい。パートナーシップ証明を発行し
ている市区は増えている。日本におけるパートナー
シップ制度とは，「法的に効力はないけれど，結婚
していると認める」ということを証明するものであ
る。法的に効力はないため，様々な問題が生じてい
る。例えば，前述の遺産相続である。もしもパート
ナーが亡くなっても戸籍上は他人であるために遺産
の相続はできない。扶養控除も受けられない。そし
て，特別養子縁組で子どもを持つことができない。
その他にも，病院で付き添いやパートナーの病状告
知を断られる等の問題もある。この問題はSharon 
KowalskiとKaren Thompsonの事例において示す
ことができる。1983年にKowalskiが事故にあい，
話すことも歩くこともできない状態になった。同性
パートナーであったThompsonは４年間，そんな彼
を献身的に看病していたが，その際，Thompsonの
病状を知ることを病院側から拒否されていた13）。こ
れは，アメリカの事例であるが，同様のことが日本
でも起こっている可能性が高い。同性カップルの「家
族」は社会的に認められず，様々な不利益を被って
いる。

３．他国の同性婚容認の歴史
①アメリカの同性婚容認までの歴史
　アメリカで同性婚について大きく注目されたの
は，1993年にハワイ州の裁判所が「同性カップル
に結婚の権利を認めないのは平等原則に反する」と
いう判決を出したときである16）。このことについて
全米中で反発が起き，いくつかの州では結婚を男女
間の関係に限定する法律が制定され，連邦議会まで
もが1996年に「婚姻は男女の関係に限定する」と
した結婚防衛法（DOMA法）を成立させた。それ
でも他州に先駆けて，2004年にマサチューセッツ
州で同性婚を解禁してから，同性婚解禁への流れが
強くなり始めた。しかし，アメリカはキリスト教信
者が多く，彼らを中心に同性婚解禁への反対も強く
なってきたため，いったんは同性婚が認められたは
ずのカリフォルニア州では2008年に再び禁止され
るなど，同性婚は世論に左右されながら不安定な歩

− 50 −



同性婚は日本で容認されるか？

− 51 −

みを見せる。その後も少しずつ同性婚を認める州が
増え，アメリカの人口の70％にのぼる州が認める
ようになってきた。その結果，2015年６月26日に
最高裁で，同性婚は合憲だと９人の判事のうち５人
が賛成したことで決定された。
　この判決においての主な論点の１つに，「婚姻の
権利は，合衆国憲法の保障する基本的人権の１つか」
というものがあった。これに対して，①婚姻が２
名の個人を支える最も重要な結びつきであること，
②婚姻が個人にとり，アイデンティティや信条を形
成するための重要な選択であること，③婚姻が子ど
もの養育に必要な各種の社会的・経済的恩恵を得ら
れる制度であり，子どもは平等にその恩恵を受ける
権利があること，④婚姻が国の社会秩序の基礎であ
ることを理由として，婚姻の権利が基本的人権であ
ると解釈された。
　アメリカは，憲法が「同性婚の権利」という新し
い人権を保障しているかどうかではなく，「人間の
基本権」として認められてきた「婚姻の自由」が相
手方の性別（当事者の性的指向や性自認）により否
定されてよいのかを問うアプローチであった。「婚
姻の自由」が，人が人であるがゆえに認められる人
権とされる以上，問われるべきは，相手方の性別に
よりそれを否定することが許されるか否かなのであ
る。相手方の性別により否定することは差別と言え
る16）。このアプローチは，日本で同性婚容認を進め
ていく上で重要な根拠となり，参考となる事例であ
る。

②スペインの同性婚容認までの歴史
　スペイン憲法第32条第１項は「男女は法律上完
全に平等に，婚姻する権利を有する」と規定し，同
条第２項は「婚姻の形式，婚姻の年齢および能力，
夫婦の権利及び義務，別居及び離婚の事由，ならび
にその効果については，法律でこれを定める」と規
定する41）。そして，具体的な婚姻要件などは民法第
44条第１項で「男女は，この法律の規定にしたがっ
て婚姻する権利を有する」と規定されていた。
　1994年７月11日に，スペインの憲法裁判所は婚
姻カップルの配偶者が享受できる権利を同性カップ
ルのパートナーに対して保障することも許されると
判断した。スペインでは，同性カップルに対して，
一定程度の法的保護を認めつつも，憲法第32条に
基づく婚姻は「男女」に限られると厳格に解されて
いた。同性婚を禁止する根拠として考えられていた
のは，婚姻の「制度的保障」であった。婚姻の制度
的保障とは，婚姻の本質的な要素は，婚姻それ自体
の目的や機能に関する一般的見解や社会通念によら

なければ変更できないというものである。
　しかしながら，2012年11月６日に，スペイン憲
法裁判所は，同性婚を認める民法第44条は憲法第
32条に違反しないと判断した。制度的保障によっ
て否定されてきた同性婚を承認するための根拠とし
ては，憲法裁判所は，スペインと同様の法システム
を有する他の国において同性婚が承認されてきてい
るという事実と，スペインの社会において，大部分
の者が同性婚を支持しているというスペイン社会学
研究センターの調査事実を提示し，合憲であると決
定した。前者の点については，憲法裁判所は，諸外
国の法およびヨーロッパ人権法において，婚姻が当
事者の性的指向にかかわらず，２人のパートナー
シップとして規定されていることを考慮すれば，婚
姻が新しい「イメージ」として徐々に変化している
ということができ，西欧諸国の比較法的見地から，
婚姻に同性婚も含まれると解釈することは認められ
ると判断した。そして，後者の点については，2004
年の調査でスペインの56％の者が同性婚を支持し
ている事実に照らせば，婚姻の制度的保障の観点か
ら，意見という形で立法府を非難することはできず，
たとえ全会一致で法案が成立しなかったとしても，
スペイン社会や国際社会によって次第に拡大しつつ
ある婚姻概念に従って解釈することは，憲法第32
条における解釈の範囲内であると判断した。
　さらに，この判断において，憲法裁判所は「憲法
制定当時において，同性カップルの存在を考慮した
上で婚姻が定義されたのではないことを認め，異性
愛ということは婚姻の重要な要素ではなく，むしろ
その様な考え方は，婚姻の『伝統的な考え方』に過
ぎない」と考えたのである41）。
　スペイン憲法第32条は日本国憲法24条に類似し
ている。憲法上の文言では「男女」とされていても，
制定経緯を考慮し合理的に解釈すれば憲法上許容さ
れるとしたスペイン憲法裁判所の判断は，日本国憲
法下でも同様の解釈を採りうると考えられる。

４．同性カップルと子ども
①同性カップルが子どもを持つ方法
　同性カップルたちが自分たちの子どもを育てたい
と思ったときに，生物学的にそれを叶える方法は考
えられる。レズビアンカップルの場合は，人工授精
が，ゲイカップルの場合は，代理出産の方法が考え
られる。しかし，日本では，日本産科婦人科学会が
学会規定で，生殖医療の提供を異性のカップルに限
定しているため，同性カップルは第三者の提供精子
による人工授精を受けることができない。また，日
本では代理出産の法整備が整っていない。
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いる。

３．他国の同性婚容認の歴史
①アメリカの同性婚容認までの歴史
　アメリカで同性婚について大きく注目されたの
は，1993年にハワイ州の裁判所が「同性カップル
に結婚の権利を認めないのは平等原則に反する」と
いう判決を出したときである16）。このことについて
全米中で反発が起き，いくつかの州では結婚を男女
間の関係に限定する法律が制定され，連邦議会まで
もが1996年に「婚姻は男女の関係に限定する」と
した結婚防衛法（DOMA法）を成立させた。それ
でも他州に先駆けて，2004年にマサチューセッツ
州で同性婚を解禁してから，同性婚解禁への流れが
強くなり始めた。しかし，アメリカはキリスト教信
者が多く，彼らを中心に同性婚解禁への反対も強く
なってきたため，いったんは同性婚が認められたは
ずのカリフォルニア州では2008年に再び禁止され
るなど，同性婚は世論に左右されながら不安定な歩
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　次に，里親制度を利用する方法がある。2017年，
日本で初めて大阪市でゲイカップルの里親が誕生し
たことが話題になった。しかし，里親になったとし
ても特別養子縁組を組むことは法的に認められてい
ない。特別養子縁組は，実の親と縁を切って，養親
と法的にも親子関係を結ぶもので，里親というのは，
家庭内で一定期間「預かる」仕組みである。里親制
度は，運営主体が都道府県や政令指定都市であるた
め，それぞれの地方で基準が違う。そのため，大阪
市で同性カップルの里親が認められても，別の地方
では認められていないということも起こりうる。

②同性カップルが子どもを育てることについて
　親の性的指向は子供に影響すると考える人々がい
る。2011年に行われたアイオワ州の同性婚を違法
化する法案に対する，レズビアンカップルに育てら
れた19歳の男の子の証言はこの考えを否定するも
のであった。その証言では，「自分の家族は他の家
族と何も違わない。他の家族と同様につらい時期を
一緒に乗り越えたり，喧嘩をしたりする。」「自分の
人生の中で，親がレズビアンと気づかれたことは一
度もなく，親の性的指向は自分の性格に全く影響を
及ぼしていない。」というメッセージが伝えられた。
そして，「親の性的指向は子供の成長に影響を及ぼ
さない」「同性愛者が育てた子どもと異性愛者が育
てた子どもの発達，幸福の度合いに相違はない」「子
どもの発達に重要なのは親の性的指向ではなく，子
育ての質である」と様々な研究が示唆している６，７，

８，９，12，13，15，27，37，40）。同性カップルの子育てに対す
る調査研究は1970年代以降，100以上実施されてお
り，これらを包括的に再検討したアメリカ心理学会
は，「レズビアン女性もしくはゲイ男性が親に適し
ていないことを示す根拠はなく，同性愛者の親を持
つ子が，異性愛者の親をもつ子と比べて，情緒，認
知，社会性，性的な発達など何らかの重要な面で不
利益を被っていることを示す研究は一つもない」と
結論づけている12）。
　同性愛者の親を持つ子どもの成長に不利益を被る
ことはないが，その他については不利益を被ると考
えられることがいくつかはある。例を挙げると，職
場の福利厚生が家族のために利用できなかったり，
実母ではないパートナーが子どもの学校行事や病気
の看病などのための休暇や勤務調整が難しかったり
することである。同性婚が認められる前のアメリカ
において，同性カップルが家族休暇，健康保険，年
金制度などの，働いている既婚者に通常，認められ
る給付金を受けることができない状況にあったと報
告されている13）。さらに，子どもにとっての実母が

その子を養育できる状況ではなくなった場合，共に
養育し家族内の信頼関係が築けていたとしても，
パートナーはもう１人の養育者としては認められな
いのである。これについては，「法的な保護がない
ことが，法的に認められた親が１人しかいない子ど
もたちに問題が起きる引き金となっている」と問題
視されていた20）。しかし，これらの不利益は同性の
カップルが法的に婚姻関係を結ぶことができれば，
解決につながる。

③同性カップルの子どもへのいじめや差別
　LGBTの中高生らを支援するNPO「ゲイ，レズ
ビアン，ストレート教育ネットワーク」が2005年，
アメリカの154人の中高生に調査した結果を見ると，
同性カップルの子どもであるが故の苦悩が見えてく
る。LGBTの親がいることが原因で，学校内で「安
全でないと感じる」と答えた子どもは23％，「ホモ」
や「レズ」など，同性愛者を侮辱する蔑称を「頻繁
に」または「しばしば」聞いたことがある子どもは
64％という結果が出ている。実際の被害では，
LGBTの親がいることが原因で，言葉による嫌がら
せを受けたことがある子どもは42％，身体的な嫌
がらせや暴力を受けたことがある子どもも12％い
た22）。ある中学２年生の男子生徒は，自分の父がゲ
イだと知った同級生が「だから，あいつもゲイっぽ
いんだ」と話しているのを聞いたと話している。レ
ズビアンの母親を持つ男児は異性愛者の男児よりも
からかわれる傾向にあることも報告されている。さ
らに，同級生からの偏見だけでなく，他の保護者や
教師などの大人から不当な扱いを受けたり否定的な
ことを言われたりする子どももいたという結果も出
ている37）。

④同性カップルの子どもたちへの支援
　市区町村の教育機関全体としての同性カップルへ
の積極的な支援が同性愛者への否定的な態度に異を
唱え，子どもの心理的状態を安定させるという点で
同性カップルの子どもたちの生活の質を向上させる
ことができるという意見がある16）。しかし，他の保
護者や教師から否定的な態度をとられた経験等によ
り，アメリカの子どもたちは異性カップルの子ども
たちと同様に仲間や家族の助けを得ることはあるも
のの，学校で支援を求める可能性が低いという研究
結果が出ている。そこで，LGBTの子どもたちを支
援し，保護している学校のカウンセラー等が同性
カップルの子どもたちの相談相手になる必要がある
と示している。専門的なカウンセラーがいることに
より，同性カップルの子どもたちは学校を中心とし
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た社会が安全な場所であり，助けを求めることので
きる大人が存在すると気づくことができるのであ
る。同性愛者の親がいるという理由でいじめや差別
を受ける子どもたちの気持ちに寄り添う大人の存在
が学校にいることは，子どもたちの悩みの軽減につ
ながるかもしれない。さらに，学校に同性愛を正し
く理解している専門家が入ることで，教員や保護者
の偏見を解消することができる。よって，LGBTの
子どもたちを支援するカウンセラーを学校に入れる
ことは，同性カップルの子どもへの支援の一つにな
る。

Ⅳ．考察
　日本国憲法第13条には「すべて国民は，個人と
して尊重される。生命，自由及び幸福追求に対する
国民の権利については，公共の福祉に反しない限り，
立法その他の国政の上で，最大の尊重を必要とす
る。」と述べられている。何をもって幸福とするか
は一人一人異なっているが，その一人一人がそれぞ
れの幸福を追求するために国はバックアップをする
という意味であると考える。この考えからすると，
同性カップルが幸福になろうと結婚したいと考えた
場合，国はそのバックアップするべきではないか。
異性カップルが幸福になるために結婚をすることは
認められるにもかかわらず，同性カップルは認めら
れないというのは不平等ではないか。
　現在，日本でも性的マイノリティへの取組みが始
まっており14），同性愛者に対する差別や偏見は和ら
ぎつつある。さらに世界には既に同性婚を取り入れ
ている国もある。しかし，そのような国々は同性愛
者に対する差別や偏見に苦しみながらもそれに異議
を申し立て，徐々に同性愛についての正しい理解を
広めていったことが分かった。日本ではまだ，同性
婚容認についての議論はほとんど進んでいない。同
性婚の容認を進めていくためには，まず同性愛者へ
の差別や偏見を失くすことが重要ではないか。特に，
これからの社会を担う子どもたちが同性愛について
の差別や偏見を持たないようにするためにはどうす
ればよいのだろうか。
　ここで，まだまだ不十分であるという意見もあろ
うが，幾分差別が和らいできている障害者に対する
差別問題について考えてみたい。2016年に障害を
理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行さ
れるなど，社会的に障害者に対しての認識は変化し
ているといえる。差別が和らいだ理由として考えら
れるのは障害に対する正しい知識が広まったこと，
そして実際に障害を持つ人々とのかかわりが増えた
ことが考えられる。特に子どもたちは，学校で障害

とはどのようなものであるかを正しく教えられた上
で，その障害を持つ友達と過ごす時間ができたので
ある。そうすることにより，子どもたちは障害を越
えて友達とかかわりを持つことができ，障害者に対
する抵抗を持つことなく，成長したと考えられる。
その子どもたちが大人となった現在，障害者に対す
る差別や偏見は和らいでいると考えられる。
　次に，同性カップルの子どもたちはどのような思
い・悩み等を持つのかを考えたい。異性愛者が多い
世の中で，同性愛についての知識をほとんど持たな
い子どもが，男の人が男の人を好きであったり，女
の人が女の人を好きであるということを変だと感じ
ることは十分ありうる。同性カップルの子どもで，
同性愛についてある程度の理解がある子どもであっ
ても，周りと違うことに変であると感じたり，恥ず
かしいと感じたりしてしまうかもしれない。そして，
その恥ずかしい存在の親を友達に知られてしまう
と，自分が変な奴だと思われることを恐れるのでは
ないか。ここで，前述と同様に異性愛の障害者のカッ
プルの子どもを取り上げながら考える。障害者の親
を恥ずかしいと感じる子どももいるのではないか。
例えば，足が不自由であるために健常者とは違った
歩き方をする親を友達にからかわれ，恥ずかしいと
いう気持ちをもつ子どもがいそうだ。周りと異なっ
ていることに対して，恥ずかしいと考える気持ちは
障害者の親を持つ子供も同性愛の親を持つ子どもも
一緒なのかもしれない。障害者に対しては，配慮す
べきだ，手を差し伸べるべきだという社会的コンセ
ンサスができている。学校では，道徳の授業等で障
害者について取り上げられ，子供たちにも障害につ
いての知識が伝えられているため，自分の親が障害
者であるということを受け入れる環境ができてい
る。それに対して，同性愛についてはどうであろう
か？現在の日本では議論が深まっておらず，社会的
に同性愛について理解が進んでいるとは言えない。
学校の授業で取り上げられることも少ない。同性愛
者が子どもを持ったとしても，子どもたちの不安を
和らげることは難しい状況であるのかもしれない。
　以上から考えると，同性愛について，学校で正し
い知識を教える機会が必要であると考える。性同一
性障害については，教育現場でも配慮がなされたり，
他の子どもたちに教育が行われたりしている。しか
し，本研究でとりあげた同性愛については，教員も
どのように教えたら良いか分からない状況ではない
だろうか。まずは，正しい知識が記載されている教
材を作ることから必要である。子どもたちに「性の
ありようは様々で，それによって差別してはいけな
い」と教え，実際に当事者にかかわり話を聞いたり
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　次に，里親制度を利用する方法がある。2017年，
日本で初めて大阪市でゲイカップルの里親が誕生し
たことが話題になった。しかし，里親になったとし
ても特別養子縁組を組むことは法的に認められてい
ない。特別養子縁組は，実の親と縁を切って，養親
と法的にも親子関係を結ぶもので，里親というのは，
家庭内で一定期間「預かる」仕組みである。里親制
度は，運営主体が都道府県や政令指定都市であるた
め，それぞれの地方で基準が違う。そのため，大阪
市で同性カップルの里親が認められても，別の地方
では認められていないということも起こりうる。

②同性カップルが子どもを育てることについて
　親の性的指向は子供に影響すると考える人々がい
る。2011年に行われたアイオワ州の同性婚を違法
化する法案に対する，レズビアンカップルに育てら
れた19歳の男の子の証言はこの考えを否定するも
のであった。その証言では，「自分の家族は他の家
族と何も違わない。他の家族と同様につらい時期を
一緒に乗り越えたり，喧嘩をしたりする。」「自分の
人生の中で，親がレズビアンと気づかれたことは一
度もなく，親の性的指向は自分の性格に全く影響を
及ぼしていない。」というメッセージが伝えられた。
そして，「親の性的指向は子供の成長に影響を及ぼ
さない」「同性愛者が育てた子どもと異性愛者が育
てた子どもの発達，幸福の度合いに相違はない」「子
どもの発達に重要なのは親の性的指向ではなく，子
育ての質である」と様々な研究が示唆している６，７，

８，９，12，13，15，27，37，40）。同性カップルの子育てに対す
る調査研究は1970年代以降，100以上実施されてお
り，これらを包括的に再検討したアメリカ心理学会
は，「レズビアン女性もしくはゲイ男性が親に適し
ていないことを示す根拠はなく，同性愛者の親を持
つ子が，異性愛者の親をもつ子と比べて，情緒，認
知，社会性，性的な発達など何らかの重要な面で不
利益を被っていることを示す研究は一つもない」と
結論づけている12）。
　同性愛者の親を持つ子どもの成長に不利益を被る
ことはないが，その他については不利益を被ると考
えられることがいくつかはある。例を挙げると，職
場の福利厚生が家族のために利用できなかったり，
実母ではないパートナーが子どもの学校行事や病気
の看病などのための休暇や勤務調整が難しかったり
することである。同性婚が認められる前のアメリカ
において，同性カップルが家族休暇，健康保険，年
金制度などの，働いている既婚者に通常，認められ
る給付金を受けることができない状況にあったと報
告されている13）。さらに，子どもにとっての実母が

その子を養育できる状況ではなくなった場合，共に
養育し家族内の信頼関係が築けていたとしても，
パートナーはもう１人の養育者としては認められな
いのである。これについては，「法的な保護がない
ことが，法的に認められた親が１人しかいない子ど
もたちに問題が起きる引き金となっている」と問題
視されていた20）。しかし，これらの不利益は同性の
カップルが法的に婚姻関係を結ぶことができれば，
解決につながる。

③同性カップルの子どもへのいじめや差別
LGBTの中高生らを支援するNPO「ゲイ，レズ
ビアン，ストレート教育ネットワーク」が2005年，
アメリカの154人の中高生に調査した結果を見ると，
同性カップルの子どもであるが故の苦悩が見えてく
る。LGBTの親がいることが原因で，学校内で「安
全でないと感じる」と答えた子どもは23％，「ホモ」
や「レズ」など，同性愛者を侮辱する蔑称を「頻繁
に」または「しばしば」聞いたことがある子どもは
64％という結果が出ている。実際の被害では，
LGBTの親がいることが原因で，言葉による嫌がら
せを受けたことがある子どもは42％，身体的な嫌
がらせや暴力を受けたことがある子どもも12％い
た22）。ある中学２年生の男子生徒は，自分の父がゲ
イだと知った同級生が「だから，あいつもゲイっぽ
いんだ」と話しているのを聞いたと話している。レ
ズビアンの母親を持つ男児は異性愛者の男児よりも
からかわれる傾向にあることも報告されている。さ
らに，同級生からの偏見だけでなく，他の保護者や
教師などの大人から不当な扱いを受けたり否定的な
ことを言われたりする子どももいたという結果も出
ている37）。

④同性カップルの子どもたちへの支援
　市区町村の教育機関全体としての同性カップルへ
の積極的な支援が同性愛者への否定的な態度に異を
唱え，子どもの心理的状態を安定させるという点で
同性カップルの子どもたちの生活の質を向上させる
ことができるという意見がある16）。しかし，他の保
護者や教師から否定的な態度をとられた経験等によ
り，アメリカの子どもたちは異性カップルの子ども
たちと同様に仲間や家族の助けを得ることはあるも
のの，学校で支援を求める可能性が低いという研究
結果が出ている。そこで，LGBTの子どもたちを支
援し，保護している学校のカウンセラー等が同性
カップルの子どもたちの相談相手になる必要がある
と示している。専門的なカウンセラーがいることに
より，同性カップルの子どもたちは学校を中心とし
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する機会を設けてはどうだろうか。そうすることで，
自分とは違う性の在り方を持った人に対して抵抗を
持つことがなく成長するとともに，実際に自分の性
の在り方に疑問をもつ子どもも救うことができるで
はないか。
　結果で述べたように，同性婚解禁の流れができ始
めていた時代のアメリカで，同性カップルの親を持
つ子どもたちへのいじめや差別は存在していた。同
性婚容認の議論はほとんど進んでおらず，同性愛に
ついての差別・偏見がまだ根強いと思われる日本に
おいては，同性カップルの親を持つ子どもたちへの
差別がアメリカ以上に起こるのではないかと予想さ
れる。同性婚容認を進めていくためには，まず同性
愛に対する差別や偏見を和らげることが必要ではな
いか。若い世代が同性愛者に対する正しい知識をも
ち，日本の社会全体に広めていくことができれば，
同性愛者に対する差別や偏見も社会全体として和ら
げることができるのではないか。すべての人が同等
に人としての幸せを希求できる社会を作るために，
同性婚に対する差別解消を進めていかなければなら
ない。

　本論文は，第二著者である天川あかりの卒論を，
卒論指導者であった大守伊織が加筆・修正したもの
である。投稿規定により，著者順を決定した。
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する機会を設けてはどうだろうか。そうすることで，
自分とは違う性の在り方を持った人に対して抵抗を
持つことがなく成長するとともに，実際に自分の性
の在り方に疑問をもつ子どもも救うことができるで
はないか。
結果で述べたように，同性婚解禁の流れができ始

めていた時代のアメリカで，同性カップルの親を持
つ子どもたちへのいじめや差別は存在していた。同
性婚容認の議論はほとんど進んでおらず，同性愛に
ついての差別・偏見がまだ根強いと思われる日本に
おいては，同性カップルの親を持つ子どもたちへの
差別がアメリカ以上に起こるのではないかと予想さ
れる。同性婚容認を進めていくためには，まず同性
愛に対する差別や偏見を和らげることが必要ではな
いか。若い世代が同性愛者に対する正しい知識をも
ち，日本の社会全体に広めていくことができれば，
同性愛者に対する差別や偏見も社会全体として和ら
げることができるのではないか。すべての人が同等
に人としての幸せを希求できる社会を作るために，
同性婚に対する差別解消を進めていかなければなら
ない。
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